
「糖尿病性腎症重症化予防業務委託（令和８年度抽出分）」企画提案に関する質問・回答 

 項 目 質 問 回 答 

１ 企画提案実施要領 P４  

５ 企画提案書の提出

（４）エ 保健指導用使用

教材、ツールの見本、パ

ンフレット等。 

 

該当するものを各１部提出する

ことでよいか。 

 

該当する教材等がある場合は、主なも

のについて各８部ご提出ください。 

なお、企画提案書本文のページ数には

含めません。 

２ 企画提案実施要領 P４  

５ 企画提案書の提出

（４）オ 提出にあたって

の留意事項 

（キ） 正本（１部）につ

いては、押印、袋とじと

する。 

 

製本テープ等で製本した後、押

印の位置について指定はある

か。 

 

位置の指定はありません。 

 

３ 仕様書 P２ 

３ 業務内容 

（１） １年目保健指導 

イ（ウ）保健指導プログラ

ム案内文書、参加同意書の

作成及び送付 

 

勧奨通知送付用の封筒は千葉市

から提供いただく予定か。 

または、受託者にて作成すること

を想定しているか。 

協議の上、本市から封筒をお渡しし、

使用していただくことも可能です。 

４ 仕様書 P３・４ 

３ 業務内容 

（１） １年目保健指導  

イ 保健指導プログラム

への参加勧奨 

（カ）参加同意書の提出 

ウ １年目保健指導プログ

ラムの実施 

（ウ）実施時期 

「保健指導依頼書」は、千葉市か

ら受託事業者へ共有される流れ

か。 

想定のフローをご教示いただき

たい。 

 

標準的な流れは下記の通りです。 

①主治医の同意が得られた対象者の

情報を千葉市から事業者へ提供 

②事業者から対象者へ保健指導の案

内及び参加同意書を送付 

③事業者から対象者へ参加勧奨の連

絡及び初回面接の日程調整を実施 

（参加同意書の提出を依頼） 

④千葉市へ参加勧奨の結果及び初回

面接の日程を報告 

⑤千葉市から主治医へ保健指導依頼

書の作成を依頼 

⑥千葉市から事業者へ保健指導依頼

書を提供 

⑦保健指導依頼書に基づき事業者が

面接を実施 



５ 仕様書 P３ 

３ 業務内容 

（１） １年目保健指導 

 ウ １年目保健指導プロ

グラムの実施 

（オ）保健指導の方法 

 

初回の面接後、原則月１回電話ま

たは手紙等による支援を行う、 

とのことだが、最低支援回数は、

６か月間で合計８回との理解で

よいか。 

面接（初回・中間・最終） 計３回 

電話・手紙等のフォロー 計５回 

標準的な支援回数は下記の通りです。 

面接（初回・中間・最終）計３回 

（開始時，３か月目，６か月目） 

電話・手紙等のフォロー 計４回 

（１，２，４，５か月目フォロー） 

 

６か月間で合計７回 

６ 仕様書 P４・５ 

３ 業務内容 

（１） １年目保健指導 

 ウ １年目保健指導プロ

グラムの実施 

（キ）支援計画の作成、

（ケ）保健指導記録の作

成、（サ）保健指導報告書の

作成 

指導記録及び指導報告書の提出

頻度について、以下の理解でよい

か。 

・指導記録（様式２）・・・毎回の

保健指導毎に作成 計８回 

・支援計画書・指導報告書（様式

１・３・４）・・・初回・中間・最

終で作成 計３回 

標準的な報告頻度は下記の通りです。 

初 回 面 接：支援計画書（様式１） 

３か月目面接：中間報告書（様式３） 

６か月名面接：終了報告書（様式４） 

           計３回 

１，２，４，５か月目フォロー： 

指導記録（様式２） 計４回 

７ 仕様書 P６ 

３ 業務内容 

（２）第２・３・４年度 

 ア ２・３年目保健指導

（フォローアップ）  

（エ）保健指導の方法 

支援回数について、面接１回、 

その後電話または手紙等による

フォロー１～３回と幅があるが、

差し支えなければ、令和７年度抽

出分以前の業務における支援回

数についてご教示いただきたい。 

令和７年度以前の業務においては、 

面接１回、その後６か月間で支援２回

のケースが多いです。 

対象者の状況に応じて必要な支援を

実施することを想定しています。 

８ 保健指導実施件数の実績

について 

令和７年度抽出分以前の業務に

おける保健指導実施件数の実績

について、可能な範囲でご教示い

ただきたい。 

令和５年度抽出分 

１年目保健指導：５１名 

２年目保健指導（フォローアップ）：  

４５名 

３年目保健指導（フォローアップ）： 

４２名 

９ 別紙「保健指導の流れ」に

ついて 

対象者の抽出時期は、５月，８月，

１２月，３月とのことだが、対象

者リストの提供も同じ月か。 

または、抽出後にかかりつけ医か

ら保健指導プログラム参加の了

承を得るための期間を考慮し、リ

ストの提供は翌月以降となるか。

連携にかかる大凡の目安期間に

ついてご教示いただきたい。 

 

リスト提供の流れは下記の通りです。 

①本事業の基準該当者を、５，８，１

２，３月に特定健診の結果から抽出 

②順次、かかりつけ医の意向を確認 

③了承を得られた対象者のリストを

受託事業者に随時提供 

 

抽出から受託事業者への提供までは

概ね２～４か月を要します。 

契約日から翌年度の９月にかけて、随

時リストを提供します。 

 


